
政
令
第　
　
　

号 

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令 

内
閣
は
、
老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を

制
定
す
る
。 

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令 

目
次
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業
」
に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
二
章　

除
却
す
る
必
要
の
あ
る
マ
ン



再
生
組
合
」
に
改
め
、
「
第
二
十
六
条
」
の
下
に
「
・
第
二
十
七
条
」
を
加
え
、 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
章　

マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業 

 
シ
ョ
ン
に
係
る
容
積
率
の
特
例
に
係
る
敷
地
面
積
の
規
模
（
第
二
十
七
条
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
第
二
章　

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」 
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
三
章 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
一 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
二 

に
、
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
、
「
第
四
章　

敷
地
分
割
事
業
」
を 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
三
章 

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
四
章 

 　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業 

 

節　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
（
第
三
十
五
条
の
二
―
第
三
十
五
条
の
五
） 

 

節　

補
償
金
支
払
手
続
等
（
第
三
十
五
条
の
六
―
第
三
十
五
条
の
八
）



節　

雑
則
（
第
三
十
五
条
の
九
） 

 
の
二　

除
却
等
を
す
る
必
要
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
容
積
率
等
の
特
例
に
係
る
敷
地
面
積
の
規
模
（
第
三
十
五
条
の 

 　

敷
地
分
割
事
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 　

　

 
 　

　

 
 　

　

 

　
　
　

に
改
め
る
。 

　
　

 
 

十
）　
　

 
 　

　

」 
 

第
一
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
一
章　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
事
業 

第
一
章
第
一
節
第
一
款
の
款
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
一
款　

マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合 



第
一
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
。
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
の
二
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
の
見
出
し
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。 

第
三
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
再
生
組
合
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

一　

再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
再
建
敷
地
の
追
加
又
は
数
の
縮
減 

第
十
三
条
第
二
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。 

第
十
五
条
の
見
出
し
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、
「
又
は
隣
接
施
行
敷
地
の
所
有
権
若
し
く

は
借
地
権
」
を
「
若
し
く
は
再
建
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
」
に
、
「
に
つ
い
て
」
を
「
、
隣
接
施
行
敷
地
権
（
既
登
記
の

も
の
に
限
る
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
施
行
底
地
権
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」



を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、
「
又
は
隣
接
施
行
敷
地
の
所
有
権
若
し
く
は
借
地
権
」
を
「
若
し
く
は
再
建
敷
地
の
敷
地

共
有
持
分
等
、
隣
接
施
行
敷
地
権
又
は
施
行
底
地
権
」
に
改
め
る
。 

第
十
九
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円

滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
二
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、
「
第
五
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
」

を
「
第
五
十
八
条
第
一
項
第
十
七
号
」
に
、
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
三
条
中
「
施
行
再
建
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
る
。 

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
再
生

前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
」
に
、
「
の
完
了
」
を
「
又
は
更
新
工
事
の
完
了
」
に
、
「
施
行
再
建
マ
ン

シ
ョ
ン
」
を
「
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
同
項
の
再
生
前
マ
ン

シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
」
に
改
め
る
。 

第
二
章
の
章
名
を
削
る
。 



第
二
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
二
十
七
条　

削
除 

第
三
章
の
章
名
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
事
業
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
事
業
」
に
改
め
る
。 

第
三
章
第
一
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

第
一
節　

マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合 

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

一　

売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
売
却
敷
地
の
追
加
又
は
数
の
縮
減 

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
」
を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
」
に
、
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、

「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
又
は
売
却
敷
地
の
敷
地
共
有
持
分
等
（
既
登
記
の
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
第
百
十
六

条
」
を
「
第
百
九
条
」
に
改
め
る
。 

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
書
類
の
送
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
そ
の
権
利
を
有
す
る
売
却

等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
又
は
売
却
敷
地
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ



ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
」
に
、
「
売
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
又
は
売
却
敷
地
」

に
、
「
第
百
十
六
条
」
を
「
第
百
九
条
」
に
改
め
る
。 

第
三
章
を
第
二
章
と
し
、
同
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。 

第
三
章　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
事
業 

第
一
節　

マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合 

（
代
表
者
の
選
任
等
） 

第
三
十
五
条
の
二　

法
第
百
六
十
三
条
の
十
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
人
の
組
合
員
と
み
な
さ
れ
る
数
人
の
者
は
、
そ
の

う
ち
か
ら
代
表
者
一
人
を
選
任
し
、
そ
の
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
）
を
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２　

前
項
の
代
表
者
の
権
限
に
加
え
た
制
限
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
組
合
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３　

第
一
項
の
代
表
者
の
解
任
は
、
組
合
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
ま
で
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
組
合
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

（
組
合
の
役
員
等
の
解
任
請
求
） 



第
三
十
五
条
の
三　

第
四
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
十
九
第
三
項
及
び
第
百
六
十
三
条
の
二

十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
理
事
若
し
く
は
監
事
又
は
総
代
の
解
任
請
求
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
中
「
法
第
二
十
三
条
第
二
項
（
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
九
十
八
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
法
第
百
六
十
三
条
の
十
九
第
三
項
若
し
く

は
第
百
六
十
三
条
の
二
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
又
は
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
六

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
款
の
変
更
に
関
す
る
特
別
議
決
事
項
） 

第
三
十
五
条
の
四　

法
第
百
六
十
三
条
の
二
十
三
の
政
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一　

事
業
に
要
す
る
経
費
の
分
担
に
関
す
る
事
項
の
変
更 

二　

総
代
会
の
新
設
又
は
廃
止 

（
組
合
に
置
か
れ
る
審
査
委
員
） 

第
三
十
五
条
の
五　

第
十
四
条
の
規
定
は
、
組
合
に
置
か
れ
る
審
査
委
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

第
二
節　

補
償
金
支
払
手
続
等 



（
政
令
で
定
め
る
損
失
の
額
） 

第
三
十
五
条
の
六　

法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
六
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
額
は
、
移
転
料
、
営
業
上
の
損
失
そ
の
他
国
土

交
通
省
令
で
定
め
る
損
失
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。 

（
差
押
え
が
あ
る
場
合
の
通
知
等
） 

第
三
十
五
条
の
七　

第
十
七
条
の
規
定
は
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
権
に
差
押
え
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
組
合
（
以

下
単
に
「
組
合
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
三
項
中
「
権
利
変
換
手
続
開
始
の
登
記
」
と
あ
る
の
は
「
補
償

金
支
払
手
続
開
始
の
登
記
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
」
と
、
「
権
利
変
換
計
画
」
と
あ
る

の
は
「
補
償
金
支
払
計
画
」
と
、
「
法
第
六
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
三
十
八
」
と
、
同
条
第
三
項

中
「
施
行
者
（
組
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
清
算
人
）
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
の
清
算
人
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２　

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
四
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
十
八
条
第
一

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補
償
金
の
払
渡
し
及
び
そ
の
払
渡
し
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
滞
納
処
分
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
五
条
の
七
第
二
項



に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
十
九
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
書
類
の
送
付
に
代
わ
る
公
告
） 

第
三
十
五
条
の
八　

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
第
一
項
の
公
告
は
、
官
報
、
公
報
そ
の
他
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
定
期

刊
行
物
に
掲
載
し
、
か
つ
、
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
区
域
内
の
適
当
な
場
所
に
掲
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２　

第
二
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条

第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
五
条
の
八
第
一
項
」
と
、
同
条

第
二
項
中
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
又
は
隣
接
施
行
敷
地
」
と
あ
る
の
は
「
除
却
マ
ン
シ
ョ
ン

の
敷
地
」
と
、
「
施
行
者
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
組
合
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
法
第
九

十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
一
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
節　

雑
則 

（
都
道
府
県
知
事
等
の
行
う
解
任
の
投
票
） 

第
三
十
五
条
の
九　

第
二
十
六
条
の
規
定
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
の
理
事
若
し
く
は



監
事
又
は
総
代
の
解
任
の
投
票
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
第
二
十
六
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
三
十
五
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
六
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章
の
二　

除
却
等
を
す
る
必
要
の
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
容
積
率
等
の
特
例
に
係
る
敷
地
面
積
の
規
模 

第
三
十
五
条
の
十　

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
規
模
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
又
は 

区
域
の
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
数
値
と
す
る
。 

 

敷

地

面

積

の

規

模 
地　
　

域　
　

又　
　

は　
　

区　
　

域 
 

（
単
位　

平
方
メ
ー
ト
ル
）

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第 

 

一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
若
し
く
は
田
園
住
居
地
域 

一
、
〇
〇
〇 

又
は
同
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域

都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第

 

二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地

五
〇
〇 

域
、
準
工
業
地
域
、
工
業
地
域
又
は
工
業
専
用
地
域



都
市
計
画
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
近
隣
商
業
地
域
又
は
商
業
地
域

三
〇
〇

第
三
十
七
条
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す

る
法
律
」
に
改
め
る
。 

第
四
十
二
条
第
二
項
中
「
施
行
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
」
を
「
再
生
前
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
若
し
く
は
再
建
敷
地
」
に
改
め

る
。 第

四
十
四
条
中
「
第
二
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
」
を
、
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十

五
条
の
八
第
二
項
」
を
加
え
る
。 

（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条　

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 第

四
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

三　

再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二

条
第
一
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
（
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
更
新
事
業
に
係
る
も



の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
又
は
売
却
再
生
後
マ
ン
シ
ョ
ン
（
同
法
第
四
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
売
却
等
マ
ン

シ
ョ
ン
が
除
却
さ
れ
る
と
と
も
に
当
該
売
却
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
（
こ
れ
に
隣
接
す
る
土
地
を
含
む
。
）
に
新
た
に

建
設
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
又
は
同
法
第
二
条
第
一
項
第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
売
却
敷
地
（
こ
れ
に
隣
接
す
る
土
地
を

含
む
。
）
に
新
た
に
建
設
さ
れ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
耐
火
建
築
物
で
あ
り
、
か
つ
、
敷
地
面
積
が

三
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
も
の 

第
五
条
第
四
項
中
「
第
九
号
」
を
「
第
十
号
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
第
一
号
ハ
中
「
第
十
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
、
「
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
」
を
「
か
ら
第
七

号
ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
十
二

号
」
に
改
め
る
。 

（
宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
三
条　

宅
地
建
物
取
引
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
の
五
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
四　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百
六
十
三
条
の
五
十



九
第
一
項
の
許
可 

第
三
条
第
一
項
第
二
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

二
十
八　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項 

（
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
四
条　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
九
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
七
号
中
「
又
は
」
を
「
、
同
法
第
六
十
四
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
建
物
取
壊
し
敷
地
売
却
決
議
、
同
法
第

六
十
四
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
取
壊
し
決
議
、
」
に
、
「
の
内
容
に
よ
り
行
う
建
替
え
」
を
「
若
し
く
は
同
法
第
八
十

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
括
建
替
え
等
決
議
の
内
容
に
よ
り
行
う
建
物
の
取
壊
し
又
は
同
法
第
六
十
四
条
の
五
第
一
項
に

規
定
す
る
建
物
更
新
決
議
の
内
容
に
よ
り
行
う
同
項
に
規
定
す
る
建
物
の
更
新
」
に
改
め
る
。 

（
不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
五
条　

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
施
行
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



二
十
四　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
百
六
十
三
条
の
五
十

九
第
一
項
の
許
可 

（
公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
） 

第
六
条　

公
益
通
報
者
保
護
法
別
表
第
八
号
の
法
律
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

第
三
百
八
十
九
号
の
二
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑

化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。 

（
行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

第
七
条　

行
政
不
服
審
査
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
十
七
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の

円
滑
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
第
百
三
十
六
条
」
の
下
に
「
、
第
百
六
十
三
条
の
二
十
九
」
を
加
え
る
。 

附　

則 

（
施
行
期
日
） 



１　

こ
の
政
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
） 

２　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
二
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
の
項
中

「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
を
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施

行
令
」
に
改
め
、
「
第
二
十
九
条
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
三
」
を
、
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十

五
条
の
八
第
二
項
」
を
加
え
る
。



理　

由 

老
朽
化
マ
ン
シ
ョ
ン
等
の
管
理
及
び
再
生
の
円
滑
化
等
を
図
る
た
め
の
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
の
定
款
の
変
更
に
関
す
る
特
別
議
決
事
項
を
定
め
る
等
マ
ン
シ
ョ
ン
の

建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
そ
の
他
の
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 


